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○豊島区請負工事成績評定要綱

平成20年4月1日

総務部長決定

（目的）

第1条 この要綱は、総務部及び都市整備部が実施する請負工事並びに総務部が実施する

請負工事検査に係る成績評定（以下「評定」という。）の結果をとりまとめるととも

に、当該評定の結果についての説明手続等を規定し、もって工事施行の適正化と工事請

負者の指導育成に資することを目的とする。

（評定基準・実施細目）

第2条 評定の対象となる工事、評定者等に関する評定基準（以下「基準」という。）及

び評定の実施に関する実施細目（以下「実施細目」という。）については、次の定める

ところによる。

区分 基準 実施細目

建築成績評定 豊島区建築等請負工事成績評定基

準（平成19年10月31日施設管理部

長決定。以下「建築成績評定基

準」という。）

豊島区建築等請負工事成績評定基準

実施細目（平成19年10月31日施設

管理部長決定）

土木成績評定 豊島区土木等請負工事成績評定基

準（平成19年10月31日土木部長決

定。以下「土木成績評定基準」と

いう。）

豊島区土木等請負工事成績評定基準

実施細目（平成19年10月31日土木

部長決定）

検査成績評定 豊島区請負工事検査成績評定基準

（平成19年10月31日総務部長決

定。以下「検査成績評定基準」と

いう。）

豊島区請負工事検査成績評定基準実

施細目（平成19年10月31日総務部

長決定）

（総評定点の確定及び評定結果の通知）

第3条 契約課長は、建築成績評定基準第6条の規定により総括監督員（以下「建築総括監

督員」という。）から報告を受けたとき、土木成績評定基準第6条の規定により総括監

督員（以下「土木総括監督員」という。）から報告を受けたとき及び検査成績評定基準

第6条の規定により検査員（以下「検査員」という。）から評定の結果の報告を受けた
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ときは、建築総括監督員、土木総括監督員及び検査員の評定をとりまとめた総評定点

（以下「総評定点」という。）を確定しなければならない。この場合において契約課長

は、必要があると認めるときは、建築総括監督員、土木総括監督員及び検査員から意見

を聴取することができる。

2 総評定点の配分割合は、建築総括監督員又は土木総括監督員7割、検査員3割とする。

3 契約課長は、第1項の規定により総評定点が確定したときは、直ちに工事成績評定報告

書（別記第1号様式）により、総務部長、総務部長及び都市整備部長に報告するととも

に、当該評定の対象となった請負者へ工事成績評定通知書（別記第2号様式）により通

知しなければならない。

（評定結果の説明・回答）

第4条 前条第3項の規定により通知を受けた請負者は、当該通知を受けた日から起算して

14日以内に区長に対して評定の内容について工事成績評定に係る説明請求書（別記第3

号様式）により説明を求めることができる。

2 区長は、前項の請求に対して工事成績評定に係る説明書（回答）（別記第4号様式）に

より回答するものとする。

（評定結果の再説明・回答）

第5条 前条第2項の規定により回答を受けた請負者は、当該回答を受けた日から起算して

14日以内に、区長に対して工事成績評定に係る再説明請求書（別記第5号様式）により

再度説明を求めることができる。

2 区長は前項の請求及び前条1項の請求に基づき評定を修正する場合に対して必要があれ

ば、工事成績評定審査調書により豊島区工事成績評定審査委員会に対し審査を求め、そ

の意見を十分踏まえて工事成績評定に係る再説明書（回答）（別記第6号様式）により

回答するものとする。

（工事成績評定審査委員会の設置）

第6条 前条第1項の再説明の求めに対して回答するため、豊島区工事成績評定審査委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。

2 委員会は、豊島区指名業者選定委員会設置要綱（昭和56年区長決裁）第3条に規定する

委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、審査の事案に応じ、必要があると認めるときは、臨時委員を若干名置くこ

とができる。

4 委員会は、委員長が招集する。
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5 委員会は、前条第2項の規定により提出された工事成績評定審査調書に基づき、評定の

適正について審査し、その意見を書面によって表示するものとする。

6 委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。

（評定の修正）

第7条 契約課長は、第3条第3項の通知をした後、事故等により契約不適合が判明した場

合、前条第5号による委員会の意見、又はその他の事由により当該評定を修正した場合

には、直ちに工事成績評定報告書（修正）（別記第7号様式）により、当該結果を総務

部長、総務部長及び都市整備部長に報告するとともに、当該評定の対象となった請負者

へ工事成績評定修正通知書（別記第8号様式）により通知しなければならない。

2 第4条及び第5条の規定は、修正通知に対する説明請求及び回答にこれを準用する。

（優良工事の公告）

第8条 契約課長は、評定の結果、成績が優良とされた工事について、工事件名、請負者

等を公表することができる。

（不良工事の勧告）

第9条 契約課長は、評定の結果、工事成績が不良又はやや不良とされた工事について、

当該工事の請負者に対して不良工事勧告書（別記第9号様式）により通知するものとす

る。

2 区長は、前項により勧告を受けた請負者に対して豊島区競争入札参加停止及び指名停

止等措置要綱（平成20年8月総務部長決定）に基づき停止措置を行うものとする。

（請負者の指導）

第10条 建築総括監督員、土木総括監督員及び検査員は、工事成績が不良とされた請負者

を指導するものとする。

（委任）

第11条 この要綱に定めるもののほか、評定に関し必要な事項は、総務部長が定める。

附 則

この要綱は、平成19年11月1日以降に契約を締結する請負工事に適用する。

附 則

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。


